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南陽市農業委員会委員総会会議録 
 

南陽市農業委員会会長 髙 橋 善 一 は、南陽市農業委員会委員総会を 

令和３年２月２５日午後１時３０分南陽市役所議会全員協議会室に招集した。 

 

１.招 集 委 員 １３名 

 

２.出 席 委 員 １３名にしてその氏名は次のとおり 

 １番 髙橋 善一 ２番 黒澤 ちよ子 ３番 髙橋 誠一 

 ４番 峠田 一徳 ５番 浅野 厚司 ６番 渡部 基司 

 ７番 本間 仁一 ８番 安達 芳紀 ９番 佐藤 一志 

 10番 小野 博 11番 渡沢 寿 12番 伊藤 圭一 

 13番 鈴木 正徳     

  

３.出席事務局職員 南陽市農業委員会 事 務 局 長 大室  拓 

 同      上 事務局長補佐 山内 美 穂 

 同         上  農 地 係 長 嶋貫 信一郎 

  

４.付 議 事 件 日程第１  会議録署名委員の指名 

 日程第２  会期の決定について 

 日程第３  諸般の報告について 

 日程第４ 報第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知の

報告について 

 日程第５ 議第８号 農地法第３条の規定による許可申請に対す

る許可の可否について 

 日程第６ 議第９号 農地法第５条第１項の規定による許可申請

に対する意見決定について 

 日程第７ 議第１０号 南陽市農用地利用集積計画の策定に係る決

定について 

 日程第８ 議第１１号 農地中間管理事業に係る農用地利用配分計

画案に対する意見決定について 
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５.会 議 の 要 領 

議長（髙橋会長） 

（開会：ときに午後１時３０分） 

令和３年２月１８日付け南農委告示第２号をもって招集いたしま

した、南陽市農業委員会 委員総会を開会いたします。 

ただいま出席されている委員は１３名全員であります。 

よって、過半数の出席を得ており、会議規則第７条の規定により会

議が成立しますので、ただちに会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配布しております議事日程によって進めま

す。 

 

議長（髙橋会長） それでは、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。 

会議録署名委員は、会議規則第４０条の規定により議長が指名いた

します。 

２番黒澤ちよ子委員、３番髙橋誠一委員の２名を指名いたします。 

 

 会議録署名委員 ２番  黒澤 ちよ子委員 

  ３番 髙橋 誠一委員 

議長（髙橋会長） 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

会期は、本日１日限りとすることにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なしの声……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

よって、本委員会委員総会の会期は、本日１日限りと決しました。 

 

議長（髙橋会長） 日程第３「諸般の報告について」は、別紙諸般の報告書によってご

了承願います。 

 

議長（髙橋会長） 日程第４ 報第３号「農地法第１８条第６項の規定による通知の報

告について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、報第３号「農地法第１８条第６項の規定に

よる通知の報告について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、農地法第１８条第６項の規定により、本委員会に対し賃貸

借の合意解約が成立した旨の通知が３件ありましたので、ご報告する

ものであります。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長より説明がありましたが、農地係長の補足説明を

求めます。 

 

嶋貫農地係長 １番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約 ▲▲字▲▲番 田 １,５３１㎡を、所有権移転する

ため、合意解約するものです。 

２番につきましては、賃貸人▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■

さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 田 １,０３１㎡を、第三者と賃貸借

契約するため、合意解約するものです。 
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嶋貫農地係長 ３番につきましては、賃貸人 ▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約▲▲字▲▲番 田 １,０１１㎡を、第三者と賃貸

借契約するため、合意解約するものです。 

 

議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して質疑ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、報第３号は了承いただいたものと認

めます。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第５ 議第８号「農地法第３条の規定による許可申請に

対する許可の可否について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、議第８号「農地法第３条の規定による許可

申請に対する許可の可否について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、農地法第３条の規定により、本委員会に対し所有権移転２

件、賃借権設定１０件、使用貸借権設定５件、合計１７件の許可申請

がありましたので提案するものであります。 

 農地法第３条第２項各号の規定に基づきご審議のうえ、許可の可否

を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 

 

嶋貫農地係長 はじめに、所有権移転の申請となります。 

１番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの

申請で、▲▲字▲▲番 田 １,５３１㎡を所有権移転したい旨の申出

があったものです。 

２番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの

申請で、▲▲字▲▲番▲▲田 ７７６㎡を所有権移転したい旨の申出

があったものです。 

次に、賃貸借権移転の申請となります。 

３番につきましては、▲▲のお亡くなりなった■■■■さんの相続

人の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの間で設定するもので▲

▲字▲▲番▲▲ 外３筆 田 合計９３６㎡について、新規の３年で、

毎年１１月３０日支払、金納となっております。 

４番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番 外１筆 田 合計１,９８０㎡に

ついて、新規の３年で、毎年１２月３１日支払、金納となっておりま

す。 

５番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの

間で設定するもので▲▲字▲▲番▲▲ 外１筆 田 合計４, ４９９㎡

について、新規の３年で、毎年１２月３１日支払、金納となっており

ます。 
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嶋貫農地係長 ６番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番 外４筆 田 合計７,８０５㎡に

ついて、新規の３年で、毎年１２月３１日支払、金納となっておりま

す。 

７番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番 田 １,０３１㎡について、新規

の１０年で、毎年１１月３０日支払、金納となっております。 

８番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番 田 １,０１１㎡について、新規

の１０年で、毎年１２月３１日支払、金納となっております。 

９番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんと

の間で設定するもので▲▲字▲▲番 田 １,０３１㎡について、新規

の１０年で、毎年１２月３１日支払、金納となっております。 

１０番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので▲▲字▲▲番 外１筆 田 合計１,０３０㎡

について、新規の１０年で、毎年１２月３１日支払、金納となってお

ります。 

１１番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので▲▲字▲▲番 外４筆 田 合計８,０６６㎡

について、新規の１０年で、毎年１２月３１日支払、金納となってお

ります。 

１２番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので▲▲字▲▲番▲▲ 畑 ８９８㎡について、新

規の１０年で、毎年１２月３１日支払、金納となっております。 

次に、使用貸借権設定の申請となります。 

１３番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので、▲▲字▲▲番 外３筆 畑 合計３,４７９㎡

を新規の５年契約となっております。 

１４番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので、▲▲字▲▲番 畑 ５４５㎡を新規の５年契

約となっております。 

１５番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので、▲▲字▲▲番 外１筆 田５６㎡ 畑５１２

㎡ 合計５６８㎡を新規の５年契約となっております。 

１６番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので、▲▲字▲▲番 外８筆 田３,７４１㎡ 畑

２,４９８㎡ 合計６,２３９㎡を再設定の２０年契約となっておりま

す。 

 １７番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さん

との間で設定するもので、▲▲字▲▲番▲▲ 外９筆 田１４５㎡ 畑

３,５２１㎡ 合計３,６６６㎡を新規の１０年契約となっておりま

す。 
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議長（髙橋会長） ここで、現地調査について担当委員より、報告をお願いします。 

 はじめに、議第８号 １番、１１番の現地調査について、７番本間 仁

一委員より、報告をお願いします。 

 

７番 

（本間仁一委員） 

申請地は、冬期間の為確認は出来ませんでしたが、現地農地に精通

している方に聞いて来た結果、１番については、転作という事で草刈

が徹底されているということで、周辺の農地に影響はありません。 

また、１１番については耕作されているという事で周辺農地への影

響が無いという事で確認してまいりました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、２番の現地調査について、長谷部修推進委員より、調査して

いただいておりますので、事務局より報告をお願いします。 

 

嶋貫農地係長 ２月１９日に、長谷部修委員より電話でご報告をいただいておりま

す。 

冬期間の積雪の為現地が確認できなかったため近くで耕作してら

っしゃいます、■■■■さんと言う方に聞き取りをしていただきまし

て、３分の１程度に野菜が植えてあって、その残り３分の２について

は、年に数回程度草刈りをして管理をしているという事で現地の確認

をしてきたというご報告をいただきました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、３番、４番、５番及び１２番の現地調査について、６番渡部

基司委員より、報告をお願いします。 

 

６番 

（渡部基司委員） 

２月の２２日に現地確認をやってまいりました。冬期間の為に確認

は出来ませんでしたが、秋の時点で自分が確認したところ、すべて耕

作され周辺地域に影響が無いことを確認してまいりました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、６番の現地調査について、１２番伊藤圭一委員より、報告を

お願いします。 

 

１２番 

（伊藤圭一委員） 

今回、申請があった部分については、冬期間の為現地の確認は出来

ませんが、夏頃からずっと見ている所で、字▲▲が稲作でそれ以外が

牧草の採草畑に転作しているという状態で全てにおいて耕作されて

おります。 

 

議長（髙橋会長） 次に、７番、８番、９番及び１０番の現地調査について、５番浅野

厚司委員より、報告をお願いします。 

 

５番 

（浅野厚司委員） 

本日確認してまいりました。 

ただ冬期間の為中見は確認出来ませんでしたが、現地の園の状況に

精通している方にお話をお聞きしたところ、申請地は全てが耕作され

ており周辺農地に影響も無いという事で確認してまいりました。 
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議長（髙橋会長） お諮りいたします。この案件については、「農業委員会等に関する

法律」第３１条の規定に基づく議事参与の制限に該当する委員が１名

おりますので、分割して審議したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。よって本案件は、分割して審議することに決

しました。 

ここで議長を佐藤一志会長職務代理者に交代いたします。 

 

 ………佐藤会長職務代理者 議長席に移動……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

議長を交代いたしました。 

 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

それでは、始めに、議第８号１番及び１１番の案件について、審議

いたします。 

ここで、１番髙橋善一委員の退席を求めます。 

 

 ………髙橋善一委員 退席……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

お諮りいたします。 

これより審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござい

ませんか。 

 

 ………異議なし……… ………なしの声……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

本案件について、質疑、意見を求めます。 

 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、申請のとおり許可す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

妥当と認める委員が、全員と認めます。 

よって、本案は、申請のとおり許可することに決しました。 

 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

ここで、１番髙橋善一委員の復席を求めます。 

 ………髙橋善一委員 復席……… 

議長（佐藤会長職務

代理者） 

それでは、議長を髙橋会長に交代いたします。 

 ………髙橋会長、議長席に移動……… 
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議長（髙橋会長） 議長を交代いたしました。 

 

議長（髙橋会長） 諮りいたします。これより議第８号１番及び１１番以外の案件につ

いて審議に入りますが、一括して審議することにご異議ございません

か。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

本案件について、質疑、意見を求めます。 

 

議長（髙橋会長） 質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、申請のとおり許可す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案件については、申請のとおり許可することに決しまし

た。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第６ 議第９号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請に対する意見決定について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、議第９号「農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請に対する意見決定について」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、農地法第５条第１項の規定により、本委員会に対し２件の

許可申請がありましたので、提案するものであります。 

関係法令、通達及び農地転用許可基準に基づいてご審議のうえ、意

見を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、農地係長の

補足説明を求めます。 
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嶋貫農地係長 １番につきましては、▲▲の■■■■さんが、▲▲の■■■■さん

から▲▲字▲▲番▲▲ 田 ５７４㎡を所有権移転し、雪押場として利

用するため、申請があったものです。 

当該地は、農地区分第３種農地であり、転用目的も問題なく、許可

要件を満たすと考えます。 

２番につきましては、▲▲の■■■■さんが▲▲の■■■■さんか

ら▲▲字▲▲番▲▲ 畑 ４５７㎡を所有権移転し、一般住宅を建築す

るため、申請があったものです。 

当該地は、農地区分第３種農地であり、転用目的も問題なく、許可

要件を満たすと考えます。 

 

議長（髙橋会長） ここで、議第９号１番、２番の現地調査について、８番安達芳紀委

員より、報告をお願いします。 

 

８番 

（安達芳紀委員） 

 ２月１２日に、私と佐藤一志委員と嶋貫農地係長の３名で５条２件

の現地調査を行いました。 

 両案件とも積雪で農地の様子は確認出来ませんでしたが、積雪前の

写真などによりまして確認したところ、事前着工が無く申請通りだっ

たことをご報告申し上げます。 

  

議長（髙橋会長） 諮りいたします。これより審議に入りますが、一括して審議するこ

とにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

本案件について、質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長）  本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします。ただ今の案件について、申請のとおり許可相当

の意見を付することが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたしま

す。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が、全員と認めます。 

よって、本案は、変更申請のとおり許可相当の意見を付することに

決しました。 

 

議長（髙橋会長） 次に、日程第７ 議第１０号「南陽市農用地利用集積計画の策定に

係る決定について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 
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大室事務局長 ただ今上程されました、議第１０号「南陽市農用地利用集積計画の

策定に係る決定について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、令和３年２月１２日付け農第９７０号をもって、南陽市長

から本委員会に対し、「農業経営基盤強化促進法」第１８条に基づい

て、２９件の賃借権の設定及び２件の所有権移転に関する農用地利用

集積計画を策定するため、当該計画について同条第１項の規定によ

り、本委員会において決定するよう求められましたので、ご提案する

ものであります。 

ご審議のうえ決定くださるよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長より説明がありましたが、事務局長補佐の補足説

明を求めます。 

 

山内事務局長補佐 賃借権設定が２９件で、計画面積が田１８０,３２７㎡、所有権移

転が２件で計画面積が田１,５８７㎡、畑２,３３７㎡となっておりま

す。 

賃借権の設定につきまして、ご説明を申し上げます。 

１番につきまして、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの

間で設定するもので、▲▲字▲▲番▲▲の現況 田２,９８７㎡外１筆

の合計４,５２８㎡について、再設定の１０年で、毎年１１月３０日

支払、金納となっております。 

２番については、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんとの間

で設定するもので、▲▲字▲▲番▲▲の現況 田５８１㎡外１筆の合

計２,６３０㎡について、再設定の５年で、毎年１１月３０日支払、

金納となっております。 

３番から２９番の２７件については、中間管理事業に伴う賃借権の

設定でございます。 

最初に、３番については、▲▲の■■■■さんと「公益財団法人や

まがた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番▲

▲の現況 田８８１㎡外１８筆の合計４３,７７１㎡について、新規の

１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、４番について、▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまが

た農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番の田２９３㎡外１筆の

合計６,３４６㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、

金納となっております。 

次に、５番について、▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまが

た農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田２,４０３㎡

外１筆の合計３,９０５㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０

日支払、金納となっております。 

次に、６番について、▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまが

た農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田９８５㎡につ

いて、新規１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 
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山内事務局長補佐 次に、７番について、▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまが

た農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番▲▲の一部の田６７０

㎡について、新規１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっており

ます。 

次に、８番について、▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまが

た農業支援センター」との間で、▲▲字▲▲番の田６８７㎡について、

新規１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、９番について、▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまが

た農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の現況 

田１,３９４㎡外２１筆の合計２６,５１９㎡について、新規１０年、

毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、１０番は▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまがた農業

支援センター」との間で、▲▲字▲▲番の田４,９４０㎡について、

新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、１１番は▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまがた農業

支援センター」との間で、▲▲字▲▲番の田８５５㎡について、新規

の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、１２番は▲▲の■■■■さん外１名と「公益財団法人やまが

た農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田９

９４㎡他１筆の合計２,００５㎡について、新規の１０年、毎年１２

月２０日支払、金納となっております。 

次に、１３番は▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまがた農業

支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田４９６㎡

について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納となっており

ます。 

次に、１４番は▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまがた農業

支援センター」との間で、▲▲字▲▲番▲▲の田１,５３０㎡外１筆

の合計４,０３９㎡について、新規１０年、毎年１２月２０日支払、

金納となっております。 

次に、１５番は▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やまがた農業

支援センター」との間で、▲▲字▲▲番の田１,５８０㎡外３筆の合

計６,１２６㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金

納となっております。 

次に、１６番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

１,３５２㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納

となっております。 

次に、１７番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

９６２㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納とな

っております。 

次に、１８番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

１４２９㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納と

なっております。 
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山内事務局長補佐 次に、１９番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

１５４３㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納と

なっております。 

次に、２０番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

４８５㎡外４筆の合計２,９８０㎡について、新規の１０年、毎年１

２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２１番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

１,５８０㎡外３筆の合計２,５５８㎡について、新規の１０年、毎年

１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２２番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

２,９１２㎡外８筆の合計１１,７２５㎡について、新規の１０年、毎

年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２３番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番▲▲

の現況 田４３３㎡外６筆の合計８,８７７㎡について、新規の１０

年、毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２４番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番▲▲

の田１,６８１㎡外２筆の合計２,２９６㎡について、新規の１０年、

毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２５番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

３,８０４㎡外２筆の合計１０,１１７㎡について、新規の１０年、毎

年１２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２６番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

５７３㎡外４筆の合計５,１９０㎡について、新規の１０年、毎年１

２月２０日支払、金納となっております。 

次に、２７番については▲▲の亡くなられた■■■■さん相続人■

■■■さんと「公益財団法人やまがた農業支援センター」との間で設

定するもので、▲▲字▲▲番▲▲の田２,７８０㎡外１０筆の合計１

５,４０８㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納

となっております。 

次に、２８番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人やま

がた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番の田

４,９４８㎡について、新規の１０年、毎年１２月２０日支払、金納

となっております。 
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山内事務局長補佐 最後に、２９番については▲▲の■■■■さんと「公益財団法人や

まがた農業支援センター」との間で設定するもので、▲▲字▲▲番▲

▲の田３９０㎡外２筆の合計２,４４０㎡について、新規の１０年、

毎年１２月２０日支払、金納となっております。 

続きまして、所有権移転２件について申し上げます。 

最初に１番につきましては、▲▲の■■■■さんから▲▲の■■■

■さんへ▲▲字▲▲番の田６９２㎡外１筆の合計１,５８７㎡を所有

権移転するもので、移転の時期は公告の日、支払い方法は現金となっ

ております。 

次に、２番につきましては、▲▲の■■■■さんから▲▲の■■■

■さんへ▲▲字▲▲番▲▲の現況畑２,３３７㎡を所有権移転するも

ので、移転の時期は公告の日、支払い方法は口座振込となっておりま

す。 

以上でございます。 

 

議長（髙橋会長） これより、審議に入ります。 

 質疑、意見はございませんか。 

 

５番 

（浅野厚司委員） 

 ３番以降全部ですが、賃貸借の始まりが３年の２月２７日で終わり

が１３年の２月２８日までになっているが、２６日で無いでしょう

か。 

 

嶋貫農地係長 ３番以降の案件、中間管理事業の案件になっておりまして、中間管

理事業の終了日が通常の基盤強化促進法の終了日と違いまして、終了

月の最後の日までその終期を設定する。という取決めになっておりま

す。２６日に南陽市の公告があり、その翌日の２７日から期間がスタ

ートして１０年後の１３年２月の最後の日までという事で、機構の取

決めの中で設定されている日付で、他の１番２番とずれがあるのは機

構を利用しているという理由です。 

 

議長（髙橋会長） 他に質疑、意見ございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について表決いたします。 

お諮りいたします、ただいまの案件について、計画のとおり決定す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

 よって、本案については、計画のとおり決定すべきものと決しまし

た。 
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議長（髙橋会長） 次に、日程第８ 議第１１号「農地中間管理事業に係る農用地利用

配分計画案に対する意見決定について」を上程いたします。 

 提案理由の説明を事務局長にいたさせます。 

 

大室事務局長 ただ今上程されました、議第１１号「農地中間管理事業に係る農用

地利用配分計画案に対する意見決定について」の提案理由を申し上げ

ます。 

 本案は、令和３年２月１２日付け農第９７１号で、南陽市長から本

委員会に対し、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第２項

の規定により作成された農用地利用配分計画案について、同法第１９

条第３項により意見を求められましたので、別紙のとおり提案するも

のであります。 

ご審議のうえ、意見を決定くださるようお願い申し上げます。 

 

議長（髙橋会長） ただ今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、事務局長補

佐の補足説明を求めます。 

 

山内事務局長補佐 ただ今提案されました、議第１１号についてご説明申し上げます。 

NO１から NO１６までの１１４件について、賃借権設定の申請とな

ります。 

最初に NO１の１４件について、区域名は全域、借受者は▲▲の■

■■■さん、貸付者は▲▲の■■■■さん外４名で、▲▲字▲▲番▲

▲の田８８１㎡外１３筆の合計３０,１８５㎡について、賃借権を設

定するもので、契約期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２

８日までの１０年、支払方法は、口座振替となっております。 

次に、NO２について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、

貸付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田、１,１６０

㎡外７筆の合計２１,３６０㎡について賃借権を設定するもので、契

約期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日までの１０

年、支払方法は、口座振替となっております。 

次に、NO３について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、

貸付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番の田、５１４㎡外１筆

の合計３,４８７㎡について、賃借権を設定するもので、契約期間は、

令和３年４月７日から令和１３年２月２８日までの１０年、支払方法

は、口座振替となっております。 

次に、NO４について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、

貸付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番の田、６４５㎡につい

て、賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年４月７日から令

和１３年２月２８日までの１０年、支払方法は、口座振替となってお

ります。 

 NO５について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番の田６８７㎡について、

賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年４月７日から令和１

３年２月２８日までの１０年、支払方法は、口座振替となっておりま

す。 
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山内事務局長補佐 次に NO６の２２件について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■

■■さん、貸付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番の田１,３

９４㎡外２１筆の合計２６,５１９㎡について、賃借権を設定するも

ので、契約期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日まで

の１０年、支払方法は、口座振替となっております。 

次に、NO７の１５件について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■

■■さん、貸付者は▲▲の■■■■さん外９名で、▲▲字▲▲番の田

４,９４０㎡外１４筆の合計２３,７４７㎡について、賃借権を設定す

るもので、契約期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日

までの１０年、支払方法は、口座振替となっております。 

次に NO８の９件について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■

■さん、貸付者は▲▲の■■■■さん外１名で、▲▲字▲▲番の田４

８５㎡外８筆の合計５,５３８㎡について賃借権を設定するもので、

契約期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日までの１０

年、支払方法は、口座振替となっております。 

NO９について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸付

者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番の田２,９１２㎡について、

賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年４月７日から令和１

３年２月２８日までの１０年、支払方法は、口座振替となっておりま

す。 

次に、NO１０の８件について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■

■■さん、貸付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田１,

４９０㎡外７筆の合計８,８１３㎡について、賃借権を設定するもの

で、契約期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日までの

１０年、支払方法は、口座振替となっております。 

NO１１について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番外１の現況 田４３３㎡

外６筆の合計８,８７７㎡について、賃借権を設定するもので、契約

期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日までの１０年、

支払方法は、口座振替となっております。 

NO１２について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田１,６８１㎡外

２筆の合計２,２９６㎡について、賃借権を設定するもので、契約期

間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日までの１０年、支

払方法は、口座振替となっております。 

NO１３について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番の田３,８０４㎡外１筆

の合計８,３３８㎡について、賃借権を設定するもので、契約期間は、

令和３年４月７日から令和１３年２月２８日までの１０年、支払方法

は、口座振替となっております。 

次に、NO１４について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さ

ん、貸付者は▲▲の■■■■さん外２名で、▲▲字▲▲番の田１,７

７９㎡外１６筆の合計２２,３７７㎡について、賃借権を設定するも

ので、契約期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日まで

の１０年、支払方法は、口座振替となっております。 
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山内事務局長補佐 NO１５について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸

付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番の田４,９４８㎡につい

て、賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年４月７日から令

和１３年２月２８日までの１０年、支払方法は、口座振替となってお

ります。 

最後に NO１６について、区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■

さん、貸付者は▲▲の■■■■さんで、▲▲字▲▲番▲▲の田３９０

㎡外２筆の合計２,４４０㎡について、賃借権を設定するもので、契

約期間は、令和３年４月７日から令和１３年２月２８日までの１０

年、支払方法は、口座振替となっております。 

次に、NO７７-０１から NO１０９-０３までの７件について、賃借

権の移転によるものになります。 

区域名は全域、借受者は▲▲の■■■■さん、貸付者は■■■■さ

んで、▲▲字▲▲番の田１,５６６㎡外６筆の合計１３,５６１㎡につ

いて、賃借権を設定するもので、契約期間は、令和３年４月７日から、

終期については従前の契約の残期間となっており、それぞれ令和１０

年３月３１日までの７年及び令和１１年３月３１日、９月３０日まで

の８年、支払方法は、口座振替となっております。 

 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

この案件については、「農業委員会等に関する法律」第３１条の規定

に基づく議事参与の制限に該当する委員が１名おりますので、分割し

て審議したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。よって本案件は、分割して審議することに決

しました。 

 

議長（髙橋会長） それでは始めに、議第１１号 ７番及び７７の０１から１０９の０

３番の案件について、審議いたします。 

ここで、５番浅野厚司委員の退席を求めます。 

 

 ………浅野厚司委員 退席……… 

議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

これより、審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござ

いませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 
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議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの案件について、妥当と認められる委

員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、妥当である旨の意見を付することに決し

ました。 

 

議長（髙橋会長） ここで、５番浅野厚司委員の復席を求めます。 

 

 ………浅野厚司委員 復席……… 

議長（髙橋会長） 次に、議第１１号７番及び７７の０１から１０９の０３番以外の案

件について審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござい

ませんか。 

 

 ………異議なし……… 

議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 

それでは、一括して審議いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について、質疑、意見はございませんか。 

 

 ………なしの声……… 

議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 

議長（髙橋会長） 本案件について表決いたします。 

 お諮りいたします、ただいまの案件について、妥当と認められる委

員は、挙手をお願いいたします。 

 

 ………全員挙手……… 

議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案については、妥当である旨の意見を付することに決し

ました。 

 

議長（髙橋会長） 以上をもちまして、本日提案されました議題は、すべて終了いたし

ました。 

よって、令和３年２月１８日付け南農委告示第２号をもって招集い

たしました南陽市農業委員会 委員総会を閉会いたします。 

(閉会：ときに午後２時４８分) 

 

 

 

 

 


